
暮
ら
し

市役所代表☎㉓5111

住民基本台帳による人 口 と 世 帯
〈３月末日現在・かっこ内は前月比〉

人　口　　65,852人　（－531人）
　　男　　31,643人　（－301人）
　　女　　34,209人　（－230人）
世帯数　26,561世帯（－206世帯）

平成22年の交通人身事故
〈３月末日現在・かっこ内は前年同期比〉

延べ発生件数　　81件（－22件）
死　者　　　　   ０人（　０人）
傷　者　　　　  100人（－32人）
飲酒による事故　１件（＋１件）

ホームページアドレス
http://www.net.pref.aomori.jp/city/
towada/
　記事中で電話番号がない場合は、
市役所代表番号(☎㉓5111)をダイヤ
ルし、内線番号または課名をお話し
ください。費用などの記載がないも
のは無料です。

市
税
の
夜
間
納
付
・
相
談
窓
口
開
設
の
お
知

ら
せ

　

日
中
の
来
庁
が
困
難
な
か
た
は
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

■
夜
間
納
付
窓
口

と
き　

５
月
10
日
㈪
〜
14
日
㈮

　
　
　

５
月
31
日
㈪
〜
６
月
４
日
㈮

　
　
　

 

午
後
５
時
30
分
〜
８
時

■
夜
間
納
付
・
相
談
窓
口

と
き　

５
月
24
日
㈪
〜
28
日
㈮

　
　
　

午
後
５
時
30
分
〜
８
時

と
こ
ろ　

収
納
課

問
い
合
わ
せ
先　

収
納
課

　
　
　
　
　
　
　

（
☎
内
線
１
９
８
）

軽
自
動
車
税
の
減
免
申
請
を
受
け
付
け
ま
す

　

次
の
要
件
に
該
当
す
る
か
た
は
減
免
が
受

け
ら
れ
ま
す
。
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
か
た

は
期
間
内
に
収
納
課
（
市
役
所
本
館
１
階
）

で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

要
件　

①
身
体
障
害
者
手
帳
、
戦
傷
病
者
手

　

帳
、
療
育
（
愛
護
）
手
帳
、
精
神
障
害
者

　

保
健
福
祉
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
か

　

た
が
車
を
運
転
す
る
場
合

　

②
①
の
か
た
の
た
め
に
生
計
を
共
に
す
る

＋－

　

か
た
や
常
時
介
護
者
が
車
を
運
転
す
る
場
合

期
間　

５
月
６
日
㈭
〜
24
日
㈪

　
　
　
（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）

持
参
す
る
も
の　

車
検
証
、
身
体
障
害
者
手

　

帳
な
ど
の
各
手
帳
、
運
転
す
る
か
た
の
免

　

許
証
、
申
請
者
の
印
鑑
、
納
税
通
知
書

※
要
件
②
に
該
当
す
る
か
た
は
、
こ
の
ほ
か

　

に
生
計
同
一
証
明
書
ま
た
は
常
時
介
護
証

　

明
書
（
福
祉
課
で
交
付
）
が
必
要
で
す
。

※
普
通
自
動
車
と
重
複
し
て
申
請
は
で
き
ま

　

せ
ん
。

問
い
合
わ
せ
先 　

収
納
課

　
　
　
　
　
　
　
（
☎
内
線
１
９
５
）

特
設
行
政
・
人
権
相
談
開
催

と
き　

５
月
28
日
㈮　

　
　
　

午
前
10
時
〜
午
後
４
時

と
こ
ろ　

市
役
所
新
館
５
階
会
議
室

　
　
　
　

十
和
田
湖
支
所
２
階
交
流
室

内
容　

国
や
県
、
市
な
ど
の
役
所
の
仕
事
に

　

対
す
る
意
見
や
要
望
、日
常
生
活
の
悩
み
、

　

い
じ
め
、
も
め
事
な
ど
の
相
談
に
、
行
政

　

相
談
員
、
人
権
擁
護
委
員
が
応
じ
ま
す
。

※
相
談
を
希
望
す
る
か
た
は
、
直
接
会
場
に

　

お
い
で
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　

生
活
環
境
課

　
　
　
　
　
　
　
（
☎
内
線
２
２
３
）

▼
土
地
に
関
し
て
（
☎
内
線
１
８
７
）

▼
家
屋
・
償
却
資
産
に
関
し
て

　
（
☎
内
線
１
８
９
）

▼
軽
自
動
車
税
、
税
証
明
に
関
し
て

　
（
☎
内
線
１
８
２
）

■
国
保
年
金
課
▼
国
民
健
康
保
険
税
に
関
し

　

て
（
☎
内
線
２
４
３
）

火
災
・
救
急
、
緊
急
Ｆ
Ａ
Ｘ
登
録
の
お
知
ら
せ

　

ろ
う
あ
者
や
音
声
機
能
喪
失
者
な
ど
、
電

話
で
の
１
１
９
番
通
報
が
で
き
な
い
か
た
の

た
め
に
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
番
号
を
登
録
す
る
制
度
が

あ
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

福
祉
課

　
（
☎
内
線
２
６
４
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
㉒
７
５
９
９
）

災
害
時
要
援
護
者
名
簿
に
登
録
し
ま
し
ょ
う

　

災
害
の
と
き
自
力
で
避
難
で
き
な
い
恐
れ

の
あ
る
障
害
者
や
お
年
寄
り
な
ど
を
、
近
隣

地
域
の
か
た
が
た
で
支
え
あ
う
こ
と
を
目
的

に
、
災
害
時
要
援
護
者
名
簿
へ
の
登
録
を
す

す
め
て
い
ま
す
。
登
録
し
た
い
か
た
に
は
、

申
請
書
を
郵
送
し
ま
す
。

※
す
で
に
登
録
し
て
い
る
か
た
は
、
再
度
登

　

録
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

問
い
合
わ
せ
先　

高
齢
介
護
課

　
　
　
　
　
　
　
（
☎
内
線
２
９
５
）

納
税
通
知
書
を
発
送
し
ま
す

　

５
月
か
ら
順
次
税
目
ご
と
に
納
税
通
知
書

を
発
送
し
ま
す
。
各
納
期
に
留
意
し
納
め
忘

れ
の
な
い
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
平
成
21
年
分
の
所
得
証
明
書
は
６

月
２
日
㈬
か
ら
の
交
付
と
な
り
ま
す
。

納
税
通
知
書
の
種
類
と
発
送
日
・
納
期

▼
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税

　

５
月
６
日
㈭
〜

▼
軽
自
動
車
税　

５
月
６
日
㈭
〜

▼
市
民
税
・
県
民
税　

６
月
１
日
㈫
〜

▼
国
民
健
康
保
険
税　

７
月
１
日
㈭
〜

問
い
合
わ
せ
先　

■
税
務
課
▼
市
民
税
・
県
民
税
に
関
し
て

　
（
☎
内
線
１
８
４
）

▶５月の無料相談のご案内
内容 日時

行政相談 ５月 17日㈪
午後１時～３時

行政・人権
相談

５月 10日㈪
午後１時～３時

不動産相談 ５月 13日㈭
午後１時～３時

人権相談 ５月 14日㈮
午後１時～３時

司法書士相
談

５月 20日㈭
午後１時～３時
※５月13日㈭から予約受付

消費生活苦
情相談

５月 19日㈬
午後 1時～３時

ところ　生活環境課内市民相談室
※行政・人権相談は十和田湖支所交流室
　です。
申し込み先　生活環境課（☎内線 223）
▶虐待・育児の相談
　申し込み先　福祉課（☎内線 259）
▶ＤＶ被害・離婚などの相談
　申し込み先　福祉課（☎内線 272）

お知らせお知らせ
information

税　

目
固
定
資
産

税
・
都
市

計
画
税

軽
自
動
車

税

市
民
税
・

県
民
税

国
民
健
康

保
険
税

納
期

４
期

１
期

４
期

８
期

５
月

○

○

６
月

○

７
月

○

○

８
月

○

○

９
月

○

○

10
月

○

○

11
月

○

○

12
月

○

１
月

○

○

２
月

○
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